
 わが国では訪日外国人旅行者数が2000万人に達

し、2020年の東京オリンピックまでには4000万

人を目標に観光立国の推進に向けて取り組んでいま

す。現時点でも訪日外国人の急増で、三大都市圏の

みならず地方都市においても稼働率が8割を越える

地域が多く見られるなど、宿泊施設の不足が見込ま

れています。そのような背景があるため、国土交通

省は平成28年6月13日付けで各自治体に次のよう

な容積緩和措置について通知しました。 

①緩和する区域を事前に定めて「エリア的」に容

積率を緩和（例：高度利用型地区計画等を活用） 

②個々のプロジェクト単位で「個別に」容積率を

緩和（（例：高度利用地区、特定街区等を適用） 

③緩和例として宿泊施設部分の割合に応じ、指定

容積率の1.5倍以下、かつ、＋300％を上限に容

積率を緩和。 

④地方都市も含めた全国において、新築のみなら

ず増改築・用途変更も含めて、大規模なものから

小規模なものまで多様な宿泊施設の供給に対応。 

 容積率の緩和は特に新しい制度ではありませ

ん。地区計画で「街並み再生地区」などを指定し

都市計画に基づく容積緩和は可能なのです。 

 今回は、国が通知により既存制度の内容を周知

させ、自治体に活用を促すことが狙いです。運用

の実施には区市町村が高度利用型地区計画を定め

るなど既存御都市計画との整合性がなければ容積

率は緩和されません。 

 この改正を受けて東京都では平成28年6月24日 

「宿泊施設の整備促進に向けた都市開発諸制度活

用方針等の改定」を行い、各区に条例の改正を求

めています。 

 具体的には、２つのタイプでの運用です。 

 タイプ１は容積率の緩和の限度（都心等拠点地

区は300% 一般拠点地区は250％、複合市街地

ゾーンは200%)を超えない範囲で、宿泊施設の

床面積に応じて容積率を緩和するものです。 

 ただし、客室の床面積がシングルルームにおい

て15㎡以上、ツインルームにおいて22㎡以上あ

る施設を対象でラブホテルや簡易宿泊所は対象外

となります。 

 タイプ２では、タイプ１に加えて、公開空地を

設けたり緑化をしたり、子育て支援施設や福祉施

設など公共貢献による優遇措置を組み合わせたり

することで100％〜200％が上乗せされ、最大

で500％の容積率緩和が可能となります。 

 これまでマンションをホテルにコンバージョン

（用途転換）しようとしても、マンションでは廊

下や階段などが容積対象外になっており、ホテル

ではそのような緩和措置がなく、容積率一杯に建

てられているマンションでは、ホテルにコンバー

ジョンすると容積オーバーになってしまいます。  

 そのような場合、この緩和措置が使用できれ

ば、ホテルにコンバージョンが可能になり増築も

可能になりるわけです。ただし、ホテル需要が下

火になりマンションに戻した場合、容積オーバー

になってしまいますが、どうするのでしょうか。 
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緩和の例として容積率400％の地域で、すべてホテルの建物を建築

する場合、容積率が600％に増える。半分だけホテルに使う建物で

は200％に1.5倍が適用され、全体では500％となる。 


